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― 1 ― 尊敬用法の「る・らる」の位置づけ

尊
敬
用
法
の
「
る
・
ら
る
」
の
位
置
づ
け

　
　

吉
田
永
弘

　
　
　

一
、
本
稿
の
目
的

　
「
る
・
ら
る
」
は
「
自
発
・
可
能
・
受
身
・
尊
敬
」
の
四
種
の
用
法
に

分
類
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る（

1
（

。
こ
の
う
ち
「
尊
敬
」
は
、
上
代
に
は
用

例
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、「
自
発
・
可
能
・
受
身
」
の
三
用
法
よ

り
後
出
の
用
法
と
さ
れ
、「
自
発
」
か
ら
生
じ
た
と
す
る
説
、「
受
身
」
か

ら
生
じ
た
と
す
る
説
な
ど
、
そ
の
発
生
過
程
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。

　
「
尊
敬
」
は
、
現
代
語
の
「
れ
る
・
ら
れ
る
」
で
「
尊
敬
」
を
表
す
場

合
と
は
異
な
っ
て
汎
用
性
は
高
く
な
く
、
用
法
に
偏
り
が
あ
る
と
い
う
特

徴
が
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
次
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
異
な
る
二
種
の
用
法
が
あ
る
こ
と
。

　

�

動
作
主
体
を
上
位
待
遇
す
る
い
わ
ゆ
る
「
一
般
尊
敬
」
の
ほ
か
に
、
お

も
に
公
を
中
心
と
し
た
行
事
を
表
す
場
合
に
使
わ
れ
る
、い
わ
ゆ
る「
公

（
お
お
や
け
）
尊
敬
」
と
い
う
用
法
が
あ
る
（
桜
井
［
一
九
六
六
］）。

②
二
種
の
用
法
に
は
待
遇
価
値
の
差
が
あ
る
こ
と
。

　
�

い
わ
ゆ
る
「
一
般
尊
敬
」
が
「
せ
た
ま
ふ
」「
た
ま
ふ
」
と
「
同
一
系

列
を
な
し
」、「
せ
た
ま
ふ
」「
た
ま
ふ
」
よ
り
も
「
敬
度
が
低
い
」
の

に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
は
「
せ
た
ま
ふ
」「
た
ま
ふ
」
と
「
同

一
系
列
を
な
す
も
の
で
は
な
」
く
、
天
皇
と
い
う
最
高
位
者
に
も
使
用
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で
き
る
と
い
う
待
遇
価
値
の
差
が
見
ら
れ
る
（
桜
井
［
一
九
六
六
］）。

③
使
用
さ
れ
る
動
詞
に
制
約
が
あ
る
こ
と
。

　

�

い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
は
「
政
治
に
関
係
の
あ
る
動
詞
」
が
多
く
、「
任

免
・
賞
罰
・
評
定
・
命
令
な
ど
政
治
関
係
の
用
語
か
、
政
治
関
係
の
場

面
で
も
ち
い
ら
れ
」（
桜
井［
一
九
六
六
・
一
五
四
頁
］）、い
わ
ゆ
る「
一

般
尊
敬
」
は
中
古
で
は
原
則
と
し
て
活
発
な
動
き
や
他
に
対
す
る
働
き

か
け
の
な
い
「
静
的
な
動
詞
」
に
限
ら
れ
て
い
る
（
吉
田
［
二
〇
一
四

ａ
］）。

④
位
相
の
偏
り
が
あ
る
こ
と
。

　

�

二
種
の
用
法
と
も
、
変
体
漢
文
資
料
に
多
く
和
文
資
料
に
少
な
い
（
築

島
［
一
九
六
九
・
五
〇
六
頁
］
な
ど
）。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
で
用
い

ら
れ
る
場
合
に
は
、
地
の
文
の
ほ
と
ん
ど
が
い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
で
、

い
わ
ゆ
る「
一
般
尊
敬
」は
会
話
文
で
男
性
の
発
話
で
の
使
用
例
に
偏
っ

て
い
る
（
森
野
［
一
九
六
九
、一
九
七
一
］）。

⑤
中
世
に
用
法
が
変
化
す
る
こ
と
。

　

�

い
わ
ゆ
る
「
一
般
尊
敬
」
は
、
中
世
に
は
「
動
的
な
動
詞
」
に
も
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
動
詞
の
制
約
が
な
く
な
り
（
吉
田
［
二
〇
一
四

ａ
］）、「
た
ま
ふ
」
に
代
わ
る
位
置
を
占
め
、
中
世
末
期
に
は
「（
さ
）

せ
ら
る
る
」
の
形
で
最
高
敬
語
を
表
す
よ
う
に
な
る
（
此
島

［
一
九
七
三
］、
堀
畑
［
二
〇
〇
七
］
な
ど
）。

　

従
来
、「
尊
敬
」
の
発
生
過
程
を
扱
う
場
合
に
は
、
発
生
し
た
「
尊
敬
」

が
二
種
の
用
法
の
う
ち
の
ど
ち
ら
な
の
か
、
な
ぜ
使
用
す
る
動
詞
や
位
相

の
偏
り
が
生
じ
た
の
か
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

本
稿
で
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
、「
尊
敬
」
の
発
生
過
程
と
、「
る
・
ら
る
」

の
諸
用
法
の
中
で
「
尊
敬
」
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
考
察
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　

二
、「
尊
敬
」
の
発
生
過
程
の
提
案

　

桜
井
［
一
九
六
六
］
の
「
一
般
尊
敬
」「
公
尊
敬
」
の
規
定
は
曖
昧
な

と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
再
規
定
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
二
種
の
「
尊
敬
」
の

差
異
が
明
確
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
主
語
が
特
定
で
き

る
か
否
か
」「
主
語
の
表
す
主
体
の
直
接
的
な
行
為
か
否
か
」
と
い
う
二

つ
の
観
点
を
用
い
て
分
類
す
る
と
、
次
の
Ａ
～
Ｃ
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分

け
ら
れ
る
（
吉
田
［
二
〇
一
四
ａ
・
ｂ（

2
（

］）。

　
　

Ａ　

�

主
語
が
特
定
で
き
、
主
語
の
表
す
主
体
の
直
接
的
な
行
為
を
表

す
例

　
　

Ｂ　

�

主
語
が
特
定
で
き
る
が
、
主
語
の
表
す
主
体
の
直
接
的
な
行
為

と
は
言
え
な
い
例

　
　

Ｃ　
�

主
語
が
特
定
で
き
ず
、
主
語
の
表
す
主
体
の
直
接
的
な
行
為
と
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で
き
る
が
、
用
例
３
は
想
定
す
れ
ば
「
天
皇
」
か
「
朝
廷
」
だ
ろ
う
が
特

定
で
き
な
い
。
用
例
１
と
用
例
２
は
、
主
語
が
特
定
で
き
る
点
で
は
同
じ

で
あ
る
が
、
主
語
の
性
格
は
異
な
る
。
タ
イ
プ
Ａ
の
用
例
１
は
「
行
為
者
」

で
あ
り
、
タ
イ
プ
Ｂ
の
用
例
２
は
「
主
催
者
・
責
任
者
」
で
あ
る
。

　

タ
イ
プ
Ａ
と
タ
イ
プ
Ｂ
・
Ｃ
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
す
で
に

中
古
か
ら
見
ら
れ
る
た
め
出
現
時
期
か
ら
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
そ
こ

で
、
中
古
の
タ
イ
プ
Ａ
に
使
用
す
る
動
詞
に
「
静
的
な
動
詞
」
と
い
う
制

約
が
あ
る
こ
と
と
、
タ
イ
プ
Ａ
と
タ
イ
プ
Ｂ
・
Ｃ
に
共
通
す
る
動
詞
が
あ

る
こ
と
と
に
着
目
す
る
と
、
タ
イ
プ
Ｂ
・
Ｃ
か
ら
タ
イ
プ
Ａ
が
派
生
し
た

も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

４　

使
朝
忠
朝
臣
有
被
仰
之
事　
　
（
貞
信
公
記
、
天
慶
二
・
一
〇
・
二
）

　

５　

中
宮

4

4

被
仰
内
親
王
付
可
給
近
江
国
五
十
戸
之
状
、

（
貞
信
公
記
、
天
暦
九
・
七
・
一
四
）

　

６　

�（
光
源
氏
）「
す
べ
て
に
ぎ
は
は
し
き
に
寄
る
べ
き
な
ん
な
り
」
と

て
笑
ひ
た
ま
ふ
を
、「
こ
と
人
の
言
は
む
や
う
に
心
得
ず
仰
せ
ら

る
」
と
、
中
将
憎
む
。　　
　
　

（
源
氏
物
語
・
帚
木
、
四
〇
頁
）

　

用
例
４
は
タ
イ
プ
Ｃ
の
例
で
、
主
語
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
朝
忠

朝
臣
を
使
と
し
て
「
仰
す
」
行
為
を
し
て
い
る
の
で
、
主
語
の
直
接
的
な

は
言
え
な
い
例

　

タ
イ
プ
Ａ
が
い
わ
ゆ
る「
一
般
尊
敬
」、タ
イ
プ
Ｂ
・
Ｃ
が
い
わ
ゆ
る「
公

尊
敬
」
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る（

3
（

。

　

用
例
１
が
タ
イ
プ
Ａ
、
用
例
２
が
タ
イ
プ
Ｂ
、
用
例
３
が
タ
イ
プ
Ｃ
の

例
で
あ
る
。

　

１　

僧
都

4

4

、
西
塔
ニ
返
テ
、
房
ニ
シ
テ
被
云
ケ
ル
様
、

（
今
昔
物
語
集
、
巻
一
四
・
三
九
）

　

２　

国
王

4

4

、
使
ヲ
遣
テ
此
ノ
男
ヲ
捕
ヘ
テ
獄
ニ
居す

ゑ

ラ
レ
ヌ
。

（
今
昔
物
語
集
、
巻
五
・
一
九
）

　

３　

�

毎
年
ノ
公
事
ト
シ
テ
、
藤
原
ノ
氏
ノ
弁
官
ヲ
以
テ
勅
使
ト
シ
テ
、

于
今
下
遣
シ
テ
被
行
ル
。　　
　
　
（
今
昔
物
語
集
、
巻
一
二
・
三
）

　

述
語
の
行
為
に
着
目
す
る
と
、
タ
イ
プ
Ａ
の
用
例
１
「
云
ふ
」
は
主
語

「
僧
都
」の
直
接
的
な
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、タ
イ
プ
Ｂ
の
用
例
２「
据

う
」、
タ
イ
プ
Ｃ
の
用
例
３
「
行
ふ
」
は
主
語
の
直
接
的
な
行
為
で
は
な

く
派
遣
さ
れ
た
者
の
行
為
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
の
行
為
は
、

「
主
語
の
表
す
主
体
の
直
接
的
な
行
為
と
は
言
え
な
い
行
為
」
と
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

主
語
に
着
目
す
る
と
、
用
例
１
・
２
は
主
語
が
明
示
さ
れ
て
い
て
特
定
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行
為
と
は
言
え
な
い
。
用
例
５
は
「
中
宮
」
が
主
語
と
し
て
明
示
さ
れ
て

い
る
。
主
語
の
直
接
的
な
行
為
（
タ
イ
プ
Ａ
）
か
介
在
者
の
行
為
（
タ
イ

プ
Ｂ
）
か
わ
か
ら
な
い
。
タ
イ
プ
Ｂ
と
し
て
も
、
用
例
４
と
異
な
り
、
介

在
者
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、「
中
宮
」
の
行
為
へ
と
読
み
替
え
ら

れ
る
素
地
は
あ
る
。
こ
こ
か
ら
用
例
６
の
光
源
氏
の
直
接
的
な
発
話
に
つ

い
て
「
仰
せ
ら
る
」
を
用
い
る
よ
う
な
タ
イ
プ
Ａ
が
派
生
し
た
と
想
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

��

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
の
用
語
で
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
か

ら
い
わ
ゆ
る
「
一
般
尊
敬
」
が
派
生
す
る
と
い
う
想
定
が
で
き
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
一
般
尊
敬
」（
タ
イ
プ
Ａ
）
は
、
動
作
主
体
で

あ
る
主
語
を
上
位
待
遇
す
る
と
い
う
意
味
で
「
尊
敬
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
が
、
い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」（
タ
イ
プ
Ｂ
・
Ｃ
）
は
主
語
の
表
す
主

体
の
行
為
で
は
な
い（
タ
イ
プ
Ｃ
は
主
体
さ
え
特
定
で
き
な
い
）の
で「
尊

敬
」
で
は
な
く
、「
公
尊
敬
」
と
い
う
名
称
も
適
当
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、

い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
に
あ
た
る
タ
イ
プ
Ｂ
・
Ｃ
の
用
法
を
タ
イ
プ
Ｂ
の

主
語
に
着
目
し
て
「
主
催
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。「
主
催
」
は
「
尊
敬
」

の
母
体
と
な
っ
た
用
法
で
は
あ
る
が
、「
尊
敬
」
で
は
な
い
と
考
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
第
一
節
の
②
で
示
し
た
待
遇
価
値
の
不
均
衡
の
問
題
は
解

消
さ
れ
る
（
吉
田
［
二
〇
一
四
ｂ
］）。

　
　
　

三
、「
主
催
」
の
位
置
づ
け

　
「
主
催
」
は
、
主
語
が
明
示
さ
れ
た
場
合
は
「
主
催
者
・
責
任
者
」
を

表
し
、
述
語
の
行
為
は
主
語
の
表
す
主
体
に
よ
る
行
為
で
は
な
く
、
他
者

を
通
し
て
事
務
的
に
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
本
節
で
は
、

「
主
催
」
と
「
る
・
ら
る
」
の
表
す
他
の
用
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

　

は
じ
め
に
結
論
を
述
べ
る
と
、「
主
催
」
は
、「
自
発
・
可
能
・
受
身
」

の
い
ず
れ
か
か
ら
派
生
し
た
用
法
で
は
な
く
、「
自
発
・
可
能
・
受
身
」

と
並
ぶ
一
つ
の
用
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
よ

う
に
考
え
る
の
は
、「
自
発
・
可
能
・
受
身
」
に
は
、「
主
語
の
表
す
主
体

の
意
志
以
外
に
よ
っ
て
事
態
が
実
現
す
る
」
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
そ
の
共
通
点
を
「
主
催
」
も
持
つ
一
方
で
、
他
の
三
用
法
と
の

相
違
点
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
る
・
ら
る
」の
表
す
共
通
点
を「
主
語
の
表
す
主
体
の
意
志
以
外
に
よ
っ

て
事
態
が
実
現
す
る
」
と
す
る
場
合
の
「
意
志
」
と
は
、
通
常
の
行
為
の

過
程
―
―
行
為
の
実
現
を「
望
み
」、そ
の「
望
み
」に
沿
っ
て
自
ら
の「
意

志
」
に
よ
っ
て
実
行
す
る
―
―
を
考
え
た
時
に
、「
望
み
」
で
は
な
く
て

実
行
の
「
意
志
」
を
指
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
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７　

太
政
大
臣
、
下
り
て
舞
踏
し
た
ま
ふ
。

（
源
氏
物
語
・
藤
裏
葉
、
一
〇
一
七
頁
）

の
例
で
は
、
主
語
の
表
す
主
体
「
太
政
大
臣
」
が
「
下
る
」「
舞
踏
す
」

と
い
う
行
為
を
望
み
、自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
自
律
的
に
行
為
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
を
主
体
の
意
志
に
よ
る
行
為
と
考
え
る
。
行
為
が
主
体

の
意
志
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
を
「
意
志
的
実
現
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
通
常
は
主
語
の
表
す
主
体
の
意
志
を
必
要
と
す
る

行
為
が
主
体
の
意
志
が
な
く
実
現
す
る
こ
と
を
「
非
意
志
的
実
現
」
と
呼

ぶ
と
す
る
と
、「
る
・
ら
る
」
は
「
非
意
志
的
実
現
」
を
表
す
形
式
で
あ

る
と
言
え
る
。

　
「
非
意
志
的
実
現
」
の
仕
方
に
つ
い
て
、
主
語
の
表
す
主
体
の
行
為
と

し
て
事
態
が
実
現
す
る
場
合
と
、
主
体
の
行
為
と
し
て
で
は
な
く
事
態
が

実
現
す
る
場
合
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

ａ
主
体
の
行
為
と
し
て
事
態
が
実
現
す
る
場
合

　

主
語
の
表
す
主
体
の
行
為
と
し
て
事
態
が
実
現
す
る
の
が
「
自
発
」
と

「
可
能
」
で
あ
る
。「
自
発
」
と
「
可
能
」
は
事
態
実
現
の
望
み
が
あ
る
と

解
せ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
。

　

８　

�（
二
条
院
デ
）
我
も
我
も
と
装
束
き
化
粧
じ
た
る
を
見
る
に
つ
け

て
も
、（
光
源
氏
ハ
）か
の
ゐ
並
み
屈
じ
た
り
つ
る（
左
大
臣
邸
ノ
）

気
色
ど
も
ぞ
あ
は
れ
に
思
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
ふ
。

（
源
氏
物
語
・
葵
、
三
一
八
頁
、
自
発
）

　

９　

�（
光
源
氏
ハ
）
隙ひ
ま

見
ゆ
る
に
、
寄
り
て
、
西
ざ
ま
に
見
通
し
た
ま

へ
ば
、
こ
の
際き
は

に
立
て
た
る
屛
風
も
端
の
方
お
し
た
た
ま
れ
た
る

に
、
紛
る
べ
き
几き

帳ち
や
う

な
ど
も
、
暑
け
れ
ば
に
や
、
う
ち
掛
け
て
、

い
と
よ
く
見
入
れ
ら
る
。

（
源
氏
物
語
・
空
蝉
、
八
六
頁
、
肯
定
可
能
）

　

10　
（
光
源
氏
ハ
）
入
り
た
ま
ひ
て
臥
し
た
ま
へ
れ
ど
、
寝
入
ら
れ
ず
。

（
源
氏
物
語
・
花
宴
、
二
七
三
頁
、
否
定
可
能
）

　
「
自
発
」
の
用
例
８
は
、「
思
ひ
出
づ
」
と
い
う
事
態
を
実
現
し
た
の
は

「
光
源
氏
」
で
あ
る
が
、「
光
源
氏
」
は
自
律
的
に
「
思
ひ
出
づ
」
と
い
う

行
為
を
し
た
の
で
は
な
い
。
二
条
院
で
の
華
や
か
な
様
子
を
見
る
こ
と
で

対
照
的
な
左
大
臣
邸
に
対
す
る
感
慨
深
い
思
い
が
自
然
に
湧
き
起
こ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
自
発
」
は
、
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
う
望
み

の
な
い
事
態
が
非
意
志
的
に
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
。
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用
例
９
・
10
は
「
可
能
」
の
例
で
あ
る
。
中
古
の
「
可
能
」
は
、
す
べ

て
「
自
発
」
と
捉
え
る
見
解
も
あ
る
な
ど
（
渋
谷
［
一
九
九
三
］）、「
自
発
」

に
近
い
表
現
領
域
に
留
ま
っ
て
い
る
。肯
定
文
で
用
い
ら
れ
た「
可
能（
肯

定
可
能
）」
の
用
例
９
は
、
部
屋
の
中
を
覗
き
た
い
と
い
う
望
み
が
あ
っ

て
近
寄
っ
て
い
る
が
、
屛
風
や
几
帳
な
ど
遮
る
も
の
が
な
い
状
況
に
よ
っ

て
「
見
入
る
」
と
い
う
事
態
が
実
現
し
た
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中

古
の
肯
定
可
能
は
、
自
律
的
に
行
為
し
て
実
現
し
た
と
い
う
例
は
見
ら
れ

ず
、
実
現
を
望
む
事
態
が
非
意
志
的
（
状
況
的
）
に
実
現
し
て
い
る
こ
と

を
表
し
て
い
る
（
吉
田
［
二
〇
一
三
］）。
一
方
、
用
例
10
の
否
定
文
で
用

い
ら
れ
た
「
可
能
（
否
定
可
能
）」
は
、「
寝
入
る
」
望
み
が
あ
っ
て
自
室

に
戻
っ
て
横
に
な
る
も
の
の
、
出
逢
っ
た
女
性
が
気
に
な
っ
て
「
寝
入
ら

ず
」
と
い
う
事
態
が
実
現
し
た
例
で
あ
る
。「
寝
入
る
」
は
努
力
に
よ
っ

て
実
現
の
可
否
が
決
ま
る
行
為
で
は
な
く
、「
寝
入
ら
ず
」
と
い
う
事
態

が
非
意
志
的
に
実
現
し
た
例
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
古
の
否
定
可

能
は
、
自
律
的
に
行
為
し
た
結
果
、
行
為
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
表
す

例
は
見
ら
れ
ず
、
状
況
的
な
不
可
能
の
意
を
表
し
て
い
る
（
吉
田

［
二
〇
一
六
］）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
中
古
の
「
自
発
」
と
「
可
能
」
は
、
と
も
に
主
語
の

表
す
主
体
の
、
意
志
的
で
は
な
く
非
意
志
的
な
行
為
と
し
て
事
態
が
実
現

す
る
意
を
表
し
て
い
る
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

な
お
、
可
能
が
「
主
体
が
努
力
を
し
た
結
果
、
行
為
を
達
成
す
る
こ
と

が
で
き
た
（
で
き
な
い
）」
と
い
う
主
語
の
表
す
主
体
の
意
志
的
な
行
為

の
実
現
の
意
を
表
す
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
院
政

期
以
降
で
あ
る
（
吉
田
［
二
〇
一
三
・
二
〇
一
六
］）。

　

11　

試
ニ
縄
ヲ
付
テ
曳
見
ム
ト
思
テ
曳
ニ

4

4

4

4

4

4

4

4

、
軽
ク
曳
ル
レ
バ
、

（
今
昔
物
語
集
、
巻
一
一
・
三
一
）

　

12　

�

し
ば
し
か
な
で
て
後
、（
頭
ニ
被
ッ
タ
足
鼎
ヲ
）抜
か
む
と
す
る
に

4

4

4

4

4

4

4

、

大
方
抜
か
れ
ず
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徒
然
草
、
五
三
段
）

ｂ
主
体
の
行
為
と
し
て
で
は
な
く
事
態
が
実
現
す
る
場
合

　

主
語
の
表
す
主
体
の
行
為
と
し
て
で
は
な
く
事
態
が
実
現
す
る
の
が

「
受
身
」
で
あ
り
、「
主
催
」
も
こ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
受
身
」
と
「
主

催
」
は
、
主
語
の
表
す
主
体
の
関
与
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ

る
。

　

ま
ず
、「
受
身
」
は
、
主
語
の
表
す
主
体
の
関
与
が
な
く
、
主
体
以
外

の
他
者
が
実
現
す
る
意
を
表
す
。

　

13　

方
弘
は
、
い
み
じ
う
人
に
笑
は
る
る
も
の
か
な
。

（
枕
草
子
「
方
弘
は
」
二
一
一
頁
）
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14　

思
ふ
人
の
、
人
に
褒
め
ら
る
る
は
、
い
み
じ
う
う
れ
し
き
。

（
枕
草
子
「
頭
弁
の
、
職
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
」
二
四
六
頁
）

　

用
例
13
「
笑
ふ
」、
用
例
14
「
褒
む
」
と
い
う
事
態
は
、
主
語
の
表
す

主
体
の
「
方
弘
」「
思
ふ
人
」
の
行
為
で
は
な
く
「
人
」
の
行
為
に
よ
っ

て
実
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
主
体
の
「
方
弘
」「
思
ふ
人
」
は
「
笑
ふ
」「
褒

む
」と
い
う
事
態
の
実
現
に
関
与
し
て
い
な
い
。こ
の
よ
う
に「
受
身
」は
、

主
語
の
表
す
主
体
の
関
与
が
な
く
、
主
体
以
外
の
他
者
が
事
態
を
実
現
す

る
意
を
表
す
。
関
与
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
者
が
事
態
を
実
現
す

る
こ
と
を
表
現
す
る
結
果
、
他
者
か
ら
主
語
の
表
す
主
体
へ
の
一
方
的
な

行
為
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
主
語
か
ら
見
れ
ば
「
受
身
」
と
呼
ば
れ
る
所

以
で
あ
る
。

　

な
お
、
右
に
述
べ
た
「
他
者
」
に
は
注
釈
が
必
要
で
あ
る
。
次
の
よ
う

に
、「
他
者
」
と
は
言
い
に
く
い
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

15　

�

大
き
な
る
木
の
風
に
吹
き
倒
さ
れ
て
、
根
を
さ
さ
げ
て
横
た
は
れ

臥
せ
る
。　　
　
　

（
枕
草
子
「
む
と
く
な
る
も
の
」
二
三
一
頁
）

　

16　

近
き
几
帳
の
紐
に
、
箏
の
琴
の
ひ
き
鳴
ら
さ
れ
た
る
も
、

（
源
氏
物
語
・
明
石
、
四
六
五
頁
）

　

と
も
に
「
非
情
の
受
身
」
の
例
で
あ
る
が（

4
（

、
用
例
15
「
吹
き
倒
す
」、

用
例
16「
ひ
き
鳴
ら
す
」と
い
う
事
態
は
そ
れ
ぞ
れ
無
生
物
の「
風
」「
紐
」

が
引
き
起
こ
し
た
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
事
態
を
実
現
さ
せ
得
る
も
の

と
し
て
、
意
志
あ
る
生
物
に
準
じ
た
無
生
物
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
、
人
物

の
行
為
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
し
て
「
他
者
」
に
含
め
て
考
え
て
お
く（

5
（

。

　

次
に
、「
主
催
」
は
、
主
語
の
表
す
主
体
の
関
与
が
あ
る
事
態
を
、
他

者
を
通
し
て
実
現
す
る
意
を
表
す
。
命
令
・
許
可
・
規
定
な
ど
に
基
づ
く

事
務
的
な
行
為
を
表
す
場
合
に
多
く
用
い
ら
れ
る
（
用
例
２
～
４
は
派
遣

さ
れ
た
者
の
行
為
で
あ
る
）。
さ
ら
に
例
を
挙
げ
る
。

　

17　

�（
光
源
氏
ハ
）
人
に
は
け
し
き
漏
ら
さ
じ
と
思
せ
ば
、
験
者
な
ど

召
し
、
御
修
法
は
い
つ
と
な
く
不
断
に
せ
ら
る
れ
ば
、
僧
ど
も
の

中
に
験
あ
る
限
り
み
な
参
り
て
、
加
持
参
り
騒
ぐ
。

（
源
氏
物
語
・
柏
木
、
一
二
三
三
頁
）

　

18　

�「
京
に
も
、こ
の
雨
風
、い
と
あ
や
し
き
も
の
の
さ
と
し
な
り
と
て
、

仁
王
会
な
ど
行
は
る
べ
し
と
な
む
聞
こ
え
は
べ
り
し
。

（
源
氏
物
語
・
明
石
、
四
四
二
頁
）

　

用
例
17
は
、
修
法
の
直
接
的
な
行
為
者
は
験
者
な
の
で
、
験
者
の
行
為

と
し
て
修
法
が
実
現
す
る
。
光
源
氏
は
「
主
催
者
」
と
し
て
修
法
に
関
与
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し
て
い
る
。
用
例
18
は
、
主
語
の
表
す
主
体
が
明
確
で
な
い
例
で
、
あ
え

て
求
め
れ
ば
朝
廷
か
帝
で
あ
る
。「
行
ふ
」
の
行
為
者
も
示
さ
れ
て
い
な

い
が
、
主
語
の
表
す
主
体
で
は
な
い
他
者
が
介
在
し
て
実
現
す
る
も
の
と

想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
主
催
」
は
、
主
体
が
明
示
さ
れ
た
場
合

は
「
主
催
者
・
責
任
者
」
を
表
し
、
述
語
の
行
為
は
主
語
の
表
す
主
体
に

よ
る
行
為
で
は
な
く
、
他
者
を
通
し
て
事
務
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
他
者

に
よ
る
行
為
を
表
す
。

　

行
為
の
実
現
に
対
し
て
、
主
語
の
表
す
主
体
が
関
与
し
な
い
「
受
身
」

に
対
し
て
、「
主
催
」
は
主
語
の
表
す
主
体
が
直
接
行
為
は
し
な
い
が
「
主

催
者
・
責
任
者
」
の
立
場
で
関
与
が
あ
る
と
い
う
差
異
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、「
受
身
」
と
は
他
者
の
行
為
と
し
て
実
現
す
る
と
い
う
共
通
点
が

あ
り
、
主
語
の
表
す
主
体
の
関
与
の
有
無
と
い
う
点
で
相
違
す
る
の
で
あ

る
。

　

ま
た
、
他
者
の
行
為
に
「
主
催
者
・
責
任
者
」
と
し
て
関
与
す
る
「
主

催
」
は
、「
使
役
」
と
類
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
次
の
例
は
「
使
役
」

と
「
主
催
」
を
一
連
の
文
脈
で
用
い
て
い
る
。

　

19　

�（
光
源
氏
ノ
邸
ノ
六
条
院
デ
ハ
）
唐
め
い
た
る
舟
造
ら
せ
給
ひ
け

る
、
急
ぎ
装
束
か
せ
給
ひ
て
、
お
ろ
し
始
め
さ
せ
給
ふ
日
は
、
雅

楽
寮
の
人
召
し
て
、
舟
の
楽
せ
ら
る
。

（
源
氏
物
語
・
胡
蝶
、
七
八
一
頁
）

　

し
か
し
、「
使
役
」と「
主
催
」の
表
現
の
仕
方
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

「
造
る
」「
装
束
く
」「
お
ろ
し
始
む
」「
舟
の
楽
す
」
と
い
う
事
態
は
、
光

源
氏
の
行
為
で
は
な
く
他
者
の
行
為
で
あ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、「
使
役
」
の
「
造
ら
す
」「
装
束
か
す
」「
お
ろ
し
始
め
さ
す
」

と
い
う
事
態
が
「
た
ま
ふ
」
を
後
接
し
て
他
者
に
強
制
す
る
と
い
う
光
源

氏
の
意
志
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
に
対
し
て
、「
主
催
」
の
「
舟

の
楽
す
」
と
い
う
事
態
は
「
ら
る
」
を
用
い
て
光
源
氏
の
意
志
的
な
行
為

で
は
な
く
「
雅
楽
寮
の
人
」
の
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
異

な
っ
て
い
る
。「
使
役
」
の
「
す
・
さ
す
」
が
「
た
ま
ふ
」
を
後
接
す
る

の
に
対
し
て
、「
主
催
」
の
「
る
・
ら
る
」
が
「
た
ま
ふ
」
を
後
接
し
な

い
の
は
、「
使
役
」
の
主
語
が
「
使
役
の
主
体
」
と
い
う
行
為
主
体
で
あ

る
の
に
対
し
て
、「
主
催
」
の
主
語
は
行
為
主
体
で
は
な
い
と
い
う
主
語

の
性
格
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
古
の
「
す
・

さ
す
」
が
「
る
・
ら
る
」
を
後
接
し
な
い
（
堀
畑
［
二
〇
〇
七
］）
理
由
も
、

「
す
・
さ
す
」
と
「
る
・
ら
る
」
と
で
主
語
の
性
格
が
異
な
る
た
め
だ
ろ
う
。

　

従
来
、
い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
主

体
が
漠
然
と
し
て
い
る
」
と
い
う
特
徴
は
、「
主
催
」
の
主
語
の
表
す
主

体
が
「
行
為
者
」
で
は
な
く
、
主
体
に
表
現
上
の
焦
点
が
な
い
こ
と
の
反
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映
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
使
役
」
と
は
主
語
の
表
す
主
体
の

関
与
が
あ
る
点
で
共
通
す
る
が
、
主
体
の
意
志
的
な
行
為
か
否
か
と
い
う

点
で
相
違
す
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
他
者
の
行
為
と
し
て
事
態
が
実
現
す
る
意
を
表
す
用
法

と
し
て
、「
受
身
」
の
他
に
「
主
催
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
見
て
き
た
諸
用
法
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
ａ
主
体
の
行
為
と
し
て
事
態
が
実
現
す
る

　
　

主
体
の
実
現
へ
の
望
み
が
あ
る
と
解
せ
な
い
…
…
…
…
「
自
発
」

　
　

主
体
の
実
現
へ
の
望
み
が
あ
る
と
解
せ
る
…
…
…
…
…
「
可
能
」

　

ｂ
主
体
の
行
為
と
し
て
で
は
な
く
事
態
が
実
現
す
る

　
　

主
体
の
関
与
の
な
い
行
為
（
他
者
か
ら
の
行
為
）
…
…
「
受
身
」

　
　

主
体
の
関
与
の
あ
る
行
為
（
他
者
を
通
し
た
行
為
）
…
「
主
催
」

　

他
者
の
行
為
と
し
て
実
現
す
る
場
合
と
し
て
、
他
者
か
ら
の
行
為
で
あ

る
「
受
身
」
以
外
の
場
合
が
あ
る
こ
と
は
従
来
想
定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

が
、
他
者
を
通
し
て
行
う
、「
使
役
」
と
も
異
な
っ
た
「
主
催
」
を
想
定

す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

6
（

。
そ
し
て
、
想
定
さ
れ

た
「
主
催
」
は
、「
自
発
・
可
能
・
受
身
」
と
並
ぶ
用
法
と
し
て
「
る
・

ら
る
」
の
表
す
「
非
意
志
的
実
現
」
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
る
・
ら
る
」
に
共
通
す
る
意
味
を

狭
い
範
囲
で
規
定
し
た
上
で
、「
尊
敬
」
は
「
主
催
」
か
ら
、
意
志
的
に

実
現
す
る
「
可
能
」
は
非
意
志
的
に
実
現
す
る
「
可
能
」
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
派
生
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
に
な
る（

7
（

。

　

従
来
、「
る
・
ら
る
」
の
表
す
用
法
に
共
通
す
る
性
質
を
捉
え
る
の
が

困
難
で
あ
っ
た
の
は
、
観
察
さ
れ
る
最
初
の
段
階
か
ら
異
質
な
用
法
を
含

ん
で
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
共
通
点
〉
他
者
の
行
為

意
志
性�

有

無

主
体
の
関
与

有

使　

役

主　

催

無

×

受　

身

非
意
志
的
実
現

自
発

可
能
（
非
意
志
的
）

可
能
（
意
志
的
）

中
古

中
世

意
志
的
実
現

受
身

主
催

尊
敬
（
静
的
）

尊
敬
（
動
的
）



國學院雜誌　第 118 巻第 9号（2017年） ― 10 ―
　
　
　

四
、「
主
催
」
を
設
定
す
る
立
場
か
ら
の
説
明

　
「
主
催
」
を
設
定
す
る
と
、
第
一
節
に
示
し
た
尊
敬
用
法
の
特
徴
は
次

の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。

　

ま
ず
、①
の
二
種
の
用
法
の
関
係
に
つ
い
て
。本
稿
で
は
い
わ
ゆ
る「
公

尊
敬
」（
タ
イ
プ
Ｂ
・
Ｃ
）
を
「
主
催
」
と
い
う
他
者
を
通
し
た
行
為
を

表
す
用
法
で
あ
る
と
捉
え
直
し
た
。
そ
し
て
「
主
催
」
の
主
語
の
「
主
催

者
・
責
任
者
」
が
「
行
為
者
」
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
て
「
尊
敬
」（
タ
イ

プ
Ａ
＝
い
わ
ゆ
る
「
一
般
尊
敬
」）
が
派
生
し
た
と
考
え
る
。「
主
催
者
・

責
任
者
」
は
介
在
者
と
な
る
実
際
の
行
為
者
よ
り
も
上
位
の
人
物
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
主
体
を
上
位
待
遇
す
る
「
尊
敬
」
に
転
じ
得
た
の

だ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
受
身
」
起
源
説
で
想
定
さ
れ
る
格
の
転
換

を
考
え
ず
に
「
尊
敬
」
の
発
生
過
程
が
説
明
で
き
る
。

　

次
に
、②
の
二
種
の
用
法
の
待
遇
価
値
の
差
に
つ
い
て
。い
わ
ゆ
る「
一

般
尊
敬
」
は
低
位
の
人
物
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
公

尊
敬
」
は
最
高
位
の
人
物
も
対
象
と
す
る
が
、
本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
公

尊
敬
」
に
あ
た
る
「
主
催
」
を
「
尊
敬
」
と
は
考
え
な
い
の
で
、
問
題
で

は
な
く
な
る
（
第
二
節
参
照
）。「
主
催
」
か
ら
派
生
し
た
「
尊
敬
」
は
、

当
初
は
「
た
ま
ふ
」
よ
り
表
現
領
域
も
狭
く
、
重
な
る
部
分
で
「
た
ま
ふ
」

と
競
合
し
た
。
そ
の
結
果
、「
た
ま
ふ
」
よ
り
下
位
の
人
物
に
用
い
る
敬

語
と
し
て
使
わ
れ
た
。
や
が
て
、
中
世
に
使
用
範
囲
が
拡
張
し
て
「
た
ま

ふ
」
と
表
現
領
域
が
重
な
り
、「
た
ま
ふ
」
の
衰
退
に
伴
っ
て
「
る
・
ら
る
」

の
使
用
範
囲
が
上
位
者
へ
拡
大
し
、
中
世
後
期
の
最
高
敬
語
の
「（
さ
）

せ
ら
る
る
」
の
成
立
（
堀
畑
［
二
〇
〇
七
］）
に
つ
な
が
る
。
低
い
敬
意

を
表
す
用
法
か
ら
最
上
位
の
敬
意
を
表
す
用
法
に
な
る
と
い
う
敬
意
逓
減

に
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
過
程
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
説
明
で
き

る
。
⑤
の
特
徴
は
「
尊
敬
」
が
拡
張
す
る
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
③
の
使
用
す
る
動
詞
の
偏
り
に
つ
い
て
。「
主
催
」
は
他
者
を

通
し
た
行
為
に
用
い
ら
れ
る
た
め
、
行
事
や
政
治
に
関
す
る
場
面
で
用
い

ら
れ
、「
行
ふ
」な
ど
事
務
的
な
手
続
き
を
必
要
と
す
る
動
詞
が
多
く
な
る
。

一
方
「
尊
敬
」
は
、「
主
催
」
で
使
わ
れ
る
、
介
在
者
を
想
定
し
得
る
「
仰

す
」
な
ど
の
通
達
行
為
の
よ
う
な
動
詞
か
ら
派
生
し
た
と
想
定
さ
れ
、
中

古
で
は
萌
芽
期
の
段
階
で
あ
る
た
め
「
静
的
な
動
詞
」
に
限
ら
れ
る
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
や
が
て
、
中
世
に
確
立
期
と
な
っ
て
「
動
的
な
動
詞
」

に
も
使
わ
れ
、
動
詞
に
制
約
が
な
く
な
る
（
吉
田
［
二
〇
一
四
ａ
］）。

　

最
後
に
、
④
の
位
相
の
偏
り
に
つ
い
て
。「
主
催
」
は
介
在
者
を
通
し

た
政
治
的
な
行
為
に
用
い
ら
れ
る
た
め
、
古
記
録
や
古
文
書
な
ど
の
変
体

漢
文
資
料
に
用
例
が
多
く
な
る
。
和
文
資
料
で
稀
に
し
か
現
れ
な
い
の
は

行
事
や
政
治
の
場
面
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
使
用
場
面
の
描
写
の
多
寡
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が
用
例
数
の
多
寡
と
比
例
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
点
で
、「
し
む
」

と
「
す
・
さ
す
」
の
対
立
な
ど
に
基
づ
く
、
あ
る
文
体
の
特
有
語
と
い
う

の
と
は
異
な
り
、
変
体
漢
文
資
料
の
「
る
・
ら
る
」
に
対
応
す
る
他
の
形

式
が
和
文
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
る
文
体
に
現
れ
る
表
現
が

他
の
文
体
に
現
れ
な
い
場
合
に
は
、代
わ
り
の
表
現
が
あ
る
場
合
の
他
に
、

使
用
場
面
が
な
い
た
め
現
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。「
主
催
」
は
後
者
の
理

由
で
位
相
の
偏
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
古
の
「
尊
敬
」
の

偏
り
は
、
母
体
と
な
っ
た
「
主
催
」
の
持
つ
形
式
的
・
事
務
的
な
表
現
性

を
保
持
し
た
こ
と
に
よ
る
偏
り
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

従
来
、「
尊
敬
」
を
「
受
身
」
や
「
自
発
」
か
ら
の
派
生
と
考
え
て
き

た
の
は
、「
尊
敬
」
が
上
代
に
例
が
見
ら
れ
ず
、
後
出
の
用
法
で
あ
る
と

見
な
す
か
ら
で
あ
る
。「
尊
敬
」
を
「
主
催
」
か
ら
の
派
生
と
考
え
る
場

合
に
は
、「
主
催
」
が
上
代
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
上

代
に
「
主
催
」
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
記
紀
万
葉
が
中
心
と
な
る
上

代
の
資
料
的
な
制
約
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
和
歌
の
場
合
、
行
事
や
政

治
的
手
続
な
ど
を
表
す
場
面
が
詠
ま
れ
に
く
い
の
で
現
れ
ず
、
正
格
漢
文

資
料
の
場
合
、
漢
語
の
「
被
・
所
」
が
和
語
の
「
る
・
ら
る
（
ゆ
・
ら
ゆ
）」

の
表
現
領
域
の
う
ち
「
受
身
」
と
対
応
す
る
と
こ
ろ
で
し
か
用
い
ら
れ
な

い
た
め
現
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
　
　

五
、「
尊
敬
」
の
発
生
過
程
に
つ
い
て
の
諸
説
の
検
証

　

最
後
に
、「
尊
敬
」
の
発
生
過
程
を
論
じ
た
従
来
の
説
を
検
証
す
る
。

新
た
な
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
従
来
の
説
が
そ
の
事
実
を
踏
ま

え
て
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
従
来
の
説
明
が
そ
の
ま
ま
成
り
立
つ

か
ど
う
か
の
検
証
は
必
要
で
あ
る
。
本
稿
の
関
心
は
、
第
一
節
に
挙
げ
た

「
尊
敬
」
の
用
法
上
の
特
徴
の
う
ち
、
中
古
に
見
ら
れ
る
①
～
④
の
問
題

が
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
他
の
諸
説
の
問
題
点

に
つ
い
て
は
、
辛
島
［
二
〇
〇
三
］
や
川
村
［
二
〇
一
二
］
で
詳
し
く
扱

わ
れ
て
い
る
の
で
多
く
は
そ
れ
に
譲
り
、
本
稿
の
関
心
を
中
心
に
検
証
し

て
い
き
た
い
。

㈠
　「
可
能
→
尊
敬
」
説
の
検
証

　

ま
ず
、
現
在
で
は
支
持
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
可
能
」
起
源
説
か
ら
見

て
い
く
。
山
田
［
一
九
三
六
・
三
一
九
頁
］
は
「
る
・
ら
る
」
の
根
本
的

な
用
法
を
「
受
身
」
と
し
て
、「
受
身
→
自
然
勢
（
自
発
）
→
能
力
（
可
能
）

→
敬
語
（
尊
敬
）」
と
い
う
直
列
的
な
展
開
を
想
定
し
た
。「
可
能
」
か
ら

「
尊
敬
」
へ
の
派
生
に
つ
い
て
は
、「
そ
の
人
に
さ
る
能
力
の
存
す
る
由
を

い
ひ
そ
の
人
の
優
越
の
地
位
に
在
る
を
示
し
、
以
て
崇
敬
の
意
を
あ
ら
は
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す
に
至
れ
る
も
の
な
る
べ
し
。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
「
可
能
」

か
ら
の
派
生
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、「
可
能
」
が
「
自
発
」

に
近
い
意
味
を
表
す
と
い
う
用
法
上
の
偏
り
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
（
第
三

節
参
照
）。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
「
尊
敬
」
の
派
生
と
①
～
④
を
説
明
す

る
こ
と
は
、
や
は
り
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

㈡
　「
自
発
→
尊
敬
」
説
の
検
証

　

次
に
、
通
説
と
言
っ
て
よ
い
「
自
発
」
起
源
説
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

「
自
発
」
起
源
説
に
は
、「
る
・
ら
る
」
の
す
べ
て
の
用
法
に
共
通
す
る
中

心
的
な
意
味
の
「
自
発
」（
こ
こ
で
は
「
自
発
的
意
味
」
と
呼
ぶ
）
か
ら

派
生
し
た
と
想
定
す
る
立
場
（
イ
）
と
、「
可
能
」「
受
身
」
と
並
ぶ
個
別

的
意
味
の
「
自
発
」
か
ら
派
生
し
た
と
想
定
す
る
立
場
（
ロ
）
が
あ
る
。

ど
ち
ら
の
立
場
か
曖
昧
な
場
合
も
あ
る
が
、
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
川
村
［
二
〇
一
二
・
二
三
三
頁
］）。
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に

な
る
。

　

橋
本
［
一
九
六
九
・
二
八
四
頁
］
は
（
イ
）
の
立
場
で
、「
る
・
ら
る
」

の
根
源
的
意
味
を
「
自
ず
か
ら
さ
う
な
る
意
味
」
と
し
て
、「
尊
敬
」
は
、

「
我
国
で
は
、
人
の
動
作
を
そ
の
人
が
す
る
と
し
て
直
接
に
云
ひ
あ
ら
は

さ
ず
、
間
接
に
自
然
の
状
態
と
し
て
云
ひ
あ
ら
は
す
の
が
鄭
重
で
あ
る
と

せ
ら
れ
て
い
る
」
と
こ
ろ
か
ら
発
生
し
た
と
す
る
。
ま
た
、
時
枝

［
一
九
四
一
・
四
六
四
頁
］
も
同
様
で
「
る
・
ら
る
」
を
「
自
然
的
実
現
」

を
概
念
内
容
に
持
つ
語
と
し
た
上
で
、「
尊
敬
」
は
動
作
が
自
然
に
実
現

す
る
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
婉
曲
に
な
り
、「
婉
曲
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

が
敬
語
的
表
現
に
な
る
所
以
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。（
ロ
）
の
立
場

で
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
　

�

可
能
・
受
身
の
用
法
は
、〈
略
〉
そ
の
用
法
が
か
な
り
せ
ま
い
の
で

あ
り
、
ま
た
、
ふ
つ
う
、
敬
語
表
現
が
、
間
接
的
、
婉
曲
的
表
現
を

ふ
ま
え
て
発
達
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
は
、
自
発
の
用

法
か
ら
、
敬
語
の
用
法
が
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
貴
人
の
行
為

を
あ
か
ら
さ
ま
に
言
い
表
わ
さ
ず
、
し
ぜ
ん
そ
う
な
る
と
い
う
気
持

ち
で
、
遠
回
し
に
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
と
考

え
る
わ
け
で
あ
る（

8
（

。（
森
野
［
一
九
六
四
］）

　

結
局
、（
イ
）（
ロ
）
ど
ち
ら
の
立
場
の
場
合
で
も
、
動
作
を
自
然
に
実

自
発
的

意
味

自
発

可
能

尊
敬

自
発

（
イ
）

（
ロ
）

受
身

尊
敬
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現
し
た
も
の
と
し
て
婉
曲
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
尊
敬
」
が
発

生
し
た
と
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
自
発
」
起
源
説
は
、
し
ば
し
ば
日
本
人
の
思
考
法
に
結
び
付
け
て
説

か
れ
（
大
野
［
一
九
八
七
］）、
感
覚
的
に
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ま
た
、「
自
発
」の
主
体
か
ら「
尊
敬
」の
主
体
へ
読
み
替
え
る
に
際
し
て
、

行
為
の
主
体
に
変
更
は
な
い
た
め
、
格
の
転
換
を
考
え
な
く
て
よ
い
点
は

問
題
が
な
い
。
た
だ
し
、
個
別
の
用
法
と
し
て
の
「
自
発
」
か
ら
派
生
し

た
と
考
え
る
（
ロ
）
の
立
場
に
立
つ
場
合
、「
自
発
」
の
主
体
は
一
人
称

が
多
い
の
に
対
し
て
、「
尊
敬
」
の
主
体
は
非
一
人
称
で
あ
る
こ
と
の
説

明
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
「
自
発
」
は
心
情
を
表
す
動
詞
に
偏
る
の
に

対
し
て
「
尊
敬
」
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
の
説
明
も
必
要
と
な
る
。
こ
の

二
点
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
一
方
、
中
心
的
な
「
自
然
に
そ

う
な
る
」
意
か
ら
の
派
生
と
考
え
る
（
イ
）
の
立
場
に
立
つ
場
合
は
、
右

の
二
点
は
問
題
で
は
な
く
な
る
が
、
や
は
り
①
～
④
を
説
明
す
る
こ
と
は

難
し
い
だ
ろ
う
。「
自
然
に
そ
う
な
る
」
と
い
う
抽
象
的
な
意
味
を
適
用

し
て
婉
曲
に
表
現
す
る
場
合
、
使
用
す
る
動
詞
と
位
相
に
偏
り
が
生
じ
る

と
は
考
え
に
く
い
。
い
わ
ゆ
る
「
一
般
尊
敬
」
の
「
静
的
な
動
詞
」、
い

わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
の
「
政
治
的
な
動
詞
」
と
い
う
動
詞
の
偏
り
が
な
ぜ

生
じ
た
の
か
、
和
文
系
の
資
料
に
は
な
ぜ
使
わ
れ
に
く
い
の
か
、
説
明
す

る
の
は
困
難
で
あ
る
。

㈢　
「
受
身
→
尊
敬
」
説
の
検
証

　
「
受
身
」
起
源
説
は
古
く
松
下
［
一
九
二
八
・
三
七
三
頁
］
な
ど
に
見
ら

れ
る
が
、
①
～
④
の
他
に
、
ニ
格
補
語
と
ガ
格
主
語
の
交
替
と
い
う
格
の

転
換
が
な
ぜ
起
き
た
の
か
説
明
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
説
明
を
し
た
研

究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
辛
島
［
二
〇
〇
三
］
は
、
古
文
書

を
中
心
と
し
た
詳
細
な
調
査
に
基
づ
い
て
立
論
し
、「
尊
敬
」
を
「
実
用

的
対
話
性
」
の
場
に
お
い
て
希
求
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
「
受
身
」

か
ら
転
じ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
が
相
手
に
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
」

意
を
表
す
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
れ
る
行
為
を
「
相
手
が
す
る
」
と
い
う
相
手

の
行
為
に
読
み
替
え
て
「
尊
敬
」
が
成
立
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
派
生
の
場
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
男
性
の
会
話
文
に
多

い
と
い
う
位
相
の
偏
り
と
動
詞
の
偏
り
を
説
明
し
て
い
る
。
後
者
に
つ
い

て
は
、「
上
位
者
の
行
為
を
蒙
る
場
合
に
、
任
免
、
賞
罰
、
命
令
等
に
関

係
す
る
政
治
的
な
色
彩
を
帯
び
た
動
詞
が
多
く
使
わ
れ
る
の
は
当
然
だ
か

ら
で
あ
る
」（
五
六
頁
）
と
述
べ
、
い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
の
動
詞
の
偏

り
を
説
明
す
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
一
般
尊
敬
」
の
敬
意
の
低
さ
に
つ

い
て
も
、「
も
と
が
受
身
表
現
で
あ
っ
た
―
す
な
わ
ち
、
話
者
が
行
為
者

か
ら
直
接
に
行
為
を
受
け
う
る
程
の
近
い
関
係
に
あ
っ
た
―
と
す
れ
ば
理

解
し
や
す
く
な
る
は
ず
で
あ
る
」（
五
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
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う
に
、「
尊
敬
」
の
発
生
過
程
に
関
し
て
①
～
④
の
問
題
に
対
し
て
正
面

か
ら
論
じ
た
画
期
的
な
研
究
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
と
い
わ
ゆ
る
「
一
般
尊
敬
」
に
言
及

し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
「
受
身
」
か
ら
派
生
し
た
と
捉
え
て
い
る

よ
う
で
、
そ
の
場
合
の
両
者
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
は

明
確
で
は
な
い
。

　

今
は
そ
の
問
題
を
置
く
と
し
て
も
、
辛
島
が
「
ほ
と
ん
ど
が
、
個
人
で

は
な
く
、
太
政
官
、
大
宰
府
、
国
衙
等
の
朝
廷
の
機
関
や
寺
院
な
ど
の
行

為
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
」（
四
三
頁
）
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
を
「
尊
敬
」
の
典
型
と
見
て
い

る
点
は
興
味
深
い
。
辛
島
が
「
尊
敬
」
の
は
や
い
例
と
し
て
挙
げ
る
「
九

世
紀
の
確
実
な
尊
敬
用
法
」
一
四
例
（「
尊
敬
」
の
可
能
性
の
高
い
例
三

例
を
含
む
）
を
見
る
と
、
次
の
用
例
20
「
下
す
」
や
用
例
21
「
安
置
す
」

の
よ
う
に
、
主
語
の
表
す
主
体
（「
官
」「
先
師
和
尚
」）
の
直
接
的
な
行

為
と
は
言
え
な
い
い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
の
例
が
ほ
と
ん
ど
で
、
直
接
的

な
行
為
を
表
し
た
い
わ
ゆ
る
「
一
般
尊
敬
」
と
見
得
る
例
は
用
例
22
く
ら

い
で
あ
る
（
同
じ
表
現
が
二
例
あ
る
）。

　

20　

官
即
被
下
省
符
。　　
　
　
　
　
　
　
　
（『
平
安
遺
文
』
七
五
号
）

　

21　

�

抑
当
社
神
躰
者
、
毘
首
羯
磨
之
彫
刻
、
青
龍
相
伝
之
形
像
也
。
先

師
和
尚
、
大
同
元
年
帰
朝
之
日
、
奉
納
三
衣
箱
底
、
被
安
置
当
寺

者
也
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
平
安
遺
文
』
六
一
号
）

　

22　

�

義
真
法
師
、
後
左
右
之
事
、
相
労
仕
奉
、
如
最
澄
法
師
命
、
義
真

法
師
被
弘
。　　
　
　
　
　
　
　
　
（『
平
安
遺
文
』
四
四
三
五
号
）

　

し
か
し
、用
例
22
も
、義
真
法
師
の
直
接
的
な
行
為
と
い
う
よ
り
も「
弘

む
」
行
為
の
責
任
者
と
見
る
の
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に

捉
え
る
と
、
九
世
紀
に
は
い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
を
「
尊
敬
」
と
見
る
こ
と
の
問
題
は
、
第
二
節
（
お

よ
び
吉
田
［
二
〇
一
四
ｂ
］）
で
論
じ
て
「
主
催
」
を
設
定
し
た
が
、
辛

島
の
示
す
「
尊
敬
」
の
ほ
と
ん
ど
は
「
主
催
」
と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ら
に
、
辛
島
の
示
す
九
世
紀
の
実
態
は
、「
主
催
」
か
ら
「
尊
敬
」

へ
の
派
生
と
い
う
本
稿
の
想
定
と
矛
盾
し
な
い
実
態
で
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
「
受
身
」
と
は
異
な
る
「
主
催
」
が
最
初
か
ら
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
格
の
転
換
を
伴
う
「
受
身
」
か
ら
の
派
生
や
希
求
表
現
と

共
起
し
た
実
用
的
な
対
話
の
場
を
想
定
せ
ず
に
用
例
を
処
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
。辛
島
の
示
し
た
九
世
紀
の
例
は
、右
の
用
例
20
～
22
の
よ
う
に
、

必
ず
し
も
希
求
表
現
と
共
起
し
た
例
で
は
な
い
。
場
の
制
約
が
な
く
使
用

で
き
る
用
法
で
あ
っ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
、
古
文
書
・
古
記
録
・
和
文
で

使
用
さ
れ
た
「
主
催
」
を
、
主
語
の
表
す
主
体
の
直
接
的
な
行
為
で
は
な
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い
と
い
う
共
通
点
で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
大
坪
［
一
九
九
八
］
で
は
漢
文
訓
読
文
の
「
見
」
を
「
る
・
ら

る
」
と
訓
読
し
た
例
に
「
尊
敬
」
の
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
受

身
」
か
ら
「
尊
敬
」
が
派
生
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
漢
語

の
「
見
」
の
用
法
に
「
受
身
」
か
ら
派
生
し
た
「
相
手
の
行
為
が
話
者
に

向
か
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
」（
西
田
太
一
郎
［
一
九
八
〇
・

二
二
八
頁
］）
用
法
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
る
・
ら
る
」
で
訓
読
し
た
箇
所

を
「
尊
敬
」
と
認
め
た
こ
と
に
よ
る
。
日
本
語
の
「
受
身
」
に
相
当
し
な

い
箇
所
に
現
れ
た
「
見
」
に
「
る
・
ら
る
」
を
あ
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
尊

敬
」が
発
生
し
た
と
い
う
翻
訳
を
媒
介
に
し
た
派
生
の
可
能
性
は
あ
る
が
、

相
手
か
ら
話
者
へ
の
方
向
性
が
あ
る
用
法
だ
と
す
る
と
、
特
殊
な
「
受
身
」

と
捉
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
残
る（

9
（

。
仮
に
「
尊
敬
」
と
捉
え
て
い
た
と

し
て
も
、「
大
徳
、
何
が
故
ゾ
見
レレ
ヌ
ル
打
セ
。」（
石
山
寺
本
四
分
律
平
安
初
期

点
、
巻
三
九
、
15
・
11
、
大
坪
の
挙
例
（
七
）
で
「
ナ
ゼ
私
ヲ
打
タ
レ
タ

ノ
カ
」
と
訳
し
て
い
る
例
）
の
「
打
」
の
よ
う
な
「
動
的
な
動
詞
」
の
例

も
あ
り
、
和
文
・
古
記
録
で
の
使
用
状
況
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
日

本
語
に
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
か
説
明
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ

う
。
ま
た
、
例
え
ば
、
用
例
19
で
は
「
し
む
」
で
は
な
く
「
す
・
さ
す
」

と
と
も
に
用
い
て
い
る
よ
う
に
、
和
文
で
の
使
用
例
が
漢
文
訓
読
調
で
あ

る
と
も
言
え
そ
う
に
な
い
の
も
問
題
で
あ
る
。

㈣　
「
出
来
文
」
説
の
検
証

　

川
村
［
二
〇
一
二
］
は
、
い
ず
れ
か
の
用
法
か
ら
派
生
し
た
の
で
は
な

く
、「
る
・
ら
る
」
を
、
主
語
を
場
と
し
て
事
態
全
体
が
生
起
す
る
と
い

う
事
態
把
握
の
仕
方
を
す
る
形
式
と
捉
え
る
「
出
来
文
」
説
の
立
場
か
ら

「
尊
敬
」
と
な
る
仕
組
み
を
論
じ
て
い
る
。「
る
・
ら
る
」
を
用
い
る
こ
と

で
、「
動
作
主
体
の
意
志
的
行
為
で
あ
る
こ
と
の
即
物
性
・
具
体
性
（「
ナ

マ
ナ
マ
し
さ
」）
を
消
す
こ
と
に
な
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
そ
の
人
物
の

動
作
主
性
を
消
去
す
る
こ
と
が
行
為
の
高
貴
さ
を
表
現
す
る
」（
二
六
九

頁
）
こ
と
か
ら
「
尊
敬
」
の
意
を
表
す
と
す
る
。「
る
・
ら
る
」
の
多
義

性
を
論
じ
る
こ
と
に
主
旨
が
あ
る
た
め
、「
尊
敬
」
に
つ
い
て
は
重
く
扱

わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、「
尊
敬
」
の
用
法
の
偏
り
を
踏
ま
え
た

記
述
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
公
尊
敬
」
に
つ
い
て
は
「
尊
敬

用
法
の
特
殊
な
一
角
」（
二
一
一
頁
）
に
あ
る
と
し
て
、
簡
単
に
触
れ
ら

れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
典
型
と
は
見
て
い
な
い
こ
と
は
わ
か
る
が
、
い
わ

ゆ
る「
一
般
尊
敬
」と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。

ま
た
、
位
相
の
偏
り
や
動
詞
の
制
約
が
な
ぜ
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
論
じ

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、「
出
来
文
」
説
で
は
説
明
す
る
の
が
難
し
い
と

思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、「
出
来
文
」
説
は
「〔
ラ
レ
ル
〕
形
述
語
の
諸
用
法
を
単
一
の
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ス
キ
ー
マ
の
適
用
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、〔
ラ
レ
ル
〕
形
の
各
用
法

が
歴
史
的
に
時
間
差
を
も
っ
て
成
立
・
展
開
し
て
き
た
こ
と
（
例
え
ば
、

尊
敬
用
法
が
平
安
時
代
に
成
立
し
た
こ
と
な
ど
）
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
。
た
だ
、
あ
る
用
法
が
（
日
本
語
史
の
あ
る
時
点
で
）
成
立
し
得
る

よ
う
な
可
能
性
を
、〔
ラ
レ
ル
〕
形
は
潜
在
的
に
有
し
て
い
る
、
と
考
え

て
い
る
」（
二
七
四
頁
）
と
の
こ
と
な
の
で
汎
時
論
的
で
抽
象
度
が
高
く
、

本
稿
で
論
じ
る
よ
う
な
史
的
展
開
と
は
関
心
が
異
な
る
も
の
と
言
え
る
。

　
　
　

六
、
本
稿
の
結
論

　

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

１�

「
一
般
尊
敬
」「
公
尊
敬
」
と
言
わ
れ
る
二
種
の
用
法
は
、
主
語
の
表

す
主
体
の
直
接
的
な
行
為
で
あ
る
「
尊
敬
」
と
他
者
を
通
し
た
行
為

で
あ
る
「
主
催
」
と
に
再
規
定
で
き
る
。

　

２�

「
尊
敬
」は
行
為
主
体
を
上
位
待
遇
す
る
尊
敬
語
で
あ
る
が
、「
主
催
」

は
尊
敬
語
で
は
な
い
。

　

３�

「
尊
敬
」
の
主
語
は
「
行
為
者
」、「
主
催
」
の
主
語
は
「
主
催
者
・

責
任
者
」
を
表
す
。

　

４�

「
主
催
」
の
主
語
が
「
主
催
者
・
責
任
者
」
か
ら
「
行
為
者
」
へ
と

読
み
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
尊
敬
」
が
派
生
し
た
。

　

５�

「
主
催
」
は
他
者
を
通
し
た
行
事
や
政
治
に
関
す
る
事
務
的
な
行
為

に
用
い
ら
れ
た
の
で
、
変
体
漢
文
資
料
を
中
心
に
政
治
に
関
す
る
動

詞
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
た
。「
尊
敬
」
は
中
古
で
は
「
主
催
」
の
表

現
性
を
保
持
し
、
使
用
す
る
場
面
・
動
詞
に
制
約
が
あ
っ
た
。

　

６�

「
る
・
ら
る
」
は
「
非
意
志
的
実
現
」
を
表
す
形
式
で
あ
り
、
実
現

の
仕
方
に
は
、
ａ
「
主
体
の
行
為
と
し
て
事
態
が
実
現
す
る
場
合
」

（
自
発
・
可
能
）
と
、
ｂ
「
主
体
の
行
為
と
し
て
で
は
な
く
事
態
が

実
現
す
る
場
合
」（
受
身
・
主
催
）
と
が
あ
る
。

　

７�

「
意
志
的
実
現
」
を
表
す
「
尊
敬
」「
可
能
（
意
志
的
）」
は
そ
れ
ぞ

れ
「
主
催
」「
可
能
（
非
意
志
的
）」
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

８�

「
主
催
」
が
上
代
に
見
ら
れ
な
い
の
は
資
料
的
な
制
約
が
あ
る
た
め

で
あ
る
。

　

９�

「
尊
敬
」
の
発
生
過
程
を
説
明
す
る
に
際
し
て
、「
自
発
・
可
能
・
受

身
・
尊
敬
」
の
四
用
法
に
共
通
す
る
意
味
が
あ
る
と
考
え
た
り
、
個

別
の「
自
発
」「
可
能
」「
受
身
」か
ら
の
派
生
と
考
え
た
り
す
る
と
、

「
尊
敬
」
の
二
種
の
用
法
と
待
遇
価
値
の
差
、
動
詞
の
偏
り
、
位
相

差
に
つ
い
て
説
明
に
窮
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、「
自
発
」「
可
能
」「
受
身
」
と
並
ぶ
「
主

催
」
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
「
尊
敬
」
の
二
種
の
用
法
が
抱
え
る

問
題
を
解
消
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
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注（
1
）�

今
井
［
二
〇
一
七
］
に
現
在
の
分
類
に
な
る
ま
で
の
用
語
の
変
遷
が
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。

（
2
）�

こ
の
観
点
に
よ
る
組
み
合
わ
せ
に
は
、「
主
語
が
特
定
で
き
ず
、
主
語
の
表
す
主

体
の
直
接
的
な
行
為
を
表
す
例
」
も
想
定
さ
れ
る
が
、
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、

次
の
よ
う
な
例
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
も
言
え
る
。

　
　
　
　

�

文
ヲ
取
テ
馬
ニ
乗
リ
乍
ラ
行
々
ク
披
テ
見
レ
バ
、
尼
君
ノ
手
ニ
ハ
非
デ
、
賤

ノ
様
ニ
被
書
タ
リ
。　　
　
　
　
　
　
　
　

（
今
昔
物
語
集
、
巻
一
五
・
三
九
）

　
　

�

桜
井
［
一
九
六
六
・
一
五
二
頁
］
で
は
、
こ
の
よ
う
な
例
を
「
公
尊
敬
」
と
連
な
る
、

敬
意
の
対
象
が
不
定
の
例
と
し
て
挙
げ
、「
こ
れ
ら
は
、
す
で
に
言
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
尊
敬
で
あ
る
」
と
し
て
、
参
照
文
献
と
し
て
松
尾
［
一
九
五
二
］
を
挙
げ

る
。
松
尾
に
は
「
受
身
の
言
い
方
は
「
人
」
が
主
語
に
立
つ
場
合
に
限
っ
て
用
い

ら
れ
、
人
以
外
の
も
の
特
に
無
生
物
に
つ
い
て
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
」（
二
四
頁
）
と
あ
り
、「
非
情
の
受
身
」
が
な
い
こ
と
が
「
尊
敬
」
と
み

な
し
た
理
由
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
松
尾
は
「
か
な
り
無
生
物
を
主

語
と
す
る
受
身
の
言
い
方
の
例
外
的
用
例
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
な
お
今
後

わ
れ
わ
れ
は
充
分
に
調
査
し
て
、
解
釈
の
正
確
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思

わ
れ
る
」（
二
五
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
、「
非
情
の
受
身
」
の
存
在
と

特
徴
が
小
杉
［
一
九
七
九
］、
金
水
［
一
九
九
一
］、
川
村
［
二
〇
一
二
］
等
で
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
尊
敬
」
と
考
え
る
根
拠
は
な
く
な
っ
た
。
本
稿
で

は
右
の
例
を
「
受
身
」
の
例
と
し
て
処
理
し
て
い
る
。
実
際
、
右
に
続
く
箇
所
で

は
、

　
　
　
　

胸
塞
リ
テ
、「
…
…
」
ト
思
エ
テ
読
メ
バ
、「
…
…
」
ト
書
タ
ル
ヲ
見
ル
ニ

　
　

�

と
あ
り
、
手
紙
の
書
き
手
が
確
か
に
尼
君
だ
と
判
明
し
た
後
に
「
書
タ
ル
」
を
用

い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
被
書
」
が
「
尊
敬
」
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
こ

の
よ
う
に
、「
受
身
」
と
考
え
ら
れ
る
例
を
除
く
と
、「
主
語
が
特
定
で
き
ず
、
主

語
の
表
す
主
体
の
直
接
的
な
行
為
を
表
す
例
」
に
該
当
す
る
例
は
な
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。

（
3
）
た
だ
し
、
注
（
２
）
に
示
し
た
よ
う
に
、
完
全
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
4
）�「
非
情
の
受
身
」
の
す
べ
て
が
無
生
物
が
引
き
起
こ
し
た
例
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
用
例
９
の
「
屛
風
も
端
の
方
お
し
た
た
ま
れ
た
る
」
の
「
お
し
た

た
む
」
は
人
物
の
行
為
と
考
え
ら
れ
る
。「
非
情
の
受
身
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
、

金
水
［
一
九
九
一
］、
川
村
［
二
〇
一
二
］
に
詳
し
い
。

（
5
）�

正
確
に
言
え
ば
、「
受
身
」
は
、「
主
語
の
表
す
主
体
の
関
与
が
な
く
、
主
体
以
外

の
何
か
が
事
態
を
実
現
す
る
意
を
表
す
」
と
い
う
言
い
方
に
な
る
。

（
6
）�

細
江［
一
九
二
八
］は
、「
る（
ゆ
）」語
尾
を
印
欧
古
語
に
見
ら
れ
る
中
相（M

iddle�
V
oice

）
と
同
様
の
形
式
と
し
、
中
相
が
「
受
身
」
と
と
も
に
「
使
役
」
を
表
し

得
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
る
・
ら
る
」
に
「
使
役
」
と
類
似
し
た
「
主
催
」

が
あ
る
と
考
え
る
本
稿
に
と
っ
て
、
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

（
7
）�

図
は
派
生
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
中
世
に
も
「
自
発
」「
受
身
」「
主
催
」

は
あ
る（
た
だ
し「
主
催
」は
や
が
て「
尊
敬
」に
吸
収
さ
れ
る（
吉
田［
二
〇
一
四

ｂ
］））。

（
8
）�

森
野
［
一
九
七
一
・
一
三
四
頁
］
で
は
、「「
被
」
と
密
着
し
て
記
録
体
で
発
達
し

た
こ
と
、
和
文
系
の
作
品
で
は
「
仰
せ
ら
る
」
が
と
び
抜
け
て
目
立
つ
と
こ
ろ
」

か
ら
、「
受
身
」
か
ら
の
派
生
と
い
う
立
場
を
と
り
、
相
手
の
行
為
を
受
け
る
「
受

身
」
の
形
を
取
る
こ
と
で
相
手
の
行
為
を
婉
曲
的
に
表
現
し
て
「
尊
敬
」
が
派
生

し
た
と
捉
え
て
い
る
。

（
9
）�『
漢
語
大
詞
典
』
で
は
「
見
」
に
「
用
在
動
詞
前
面
、
称
代
自
己
」
と
し
て
「
自
己
」

の
用
法
を
認
め
て
い
る
。
漢
語
の
「
見
」
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、「
尊
敬
」
と

見
る
説
も
あ
る
な
ど
諸
説
あ
る
こ
と
が
瀬
間
［
二
〇
一
五
］
に
示
さ
れ
て
い
る
。



國學院雜誌　第 118 巻第 9号（2017年） ― 18 ―

使
用
テ
キ
ス
ト

源
氏
物
語
（『
源
氏
物
語
大
成�

校
異
篇
』
中
央
公
論
社
）、
枕
草
子
・
更
級
日
記
（
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
）、
今
昔
物
語
集
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
）、

徒
然
草
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
）、
貞
信
公
記
（
大
日
本
古
記
録
、
岩
波

書
店
）、
平
安
遺
文
（
東
京
堂
出
版
）

※�

引
用
に
あ
た
っ
て
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
古
記
録
・
平
安
遺
文
の

検
索
に
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。
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の
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国
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附
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本
稿
は
、
第
15
回
日
本
語
文
法
学
会
（
二
〇
一
四
・
一
一
・
二
三
、
大
阪
大
学
）

で
の
研
究
発
表
に
基
づ
き
、
そ
の
後
非
公
開
の
研
究
会
等
で
の
議
論
を
経
て
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。席
上
そ
の
他
で
、多
く
の
方
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
ご
教
示
を
賜
っ
た
。

こ
こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。


